
（平成２３年１月２６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 19 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 14 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 23 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 16 件

年金記録確認京都地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



京都国民年金 事案 2131 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年４月から 55 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２  申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日 ：  昭和 17 年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨   

    申 立 期 間 ：  昭和 47 年 10 月から 55 年３月まで 

    会社を退職して和服加工の仕事を自営で始め、結婚をしてＡ市に転居

したので、同市役所で妻と一緒に国民年金の加入手続を行い、二人分の

国民年金保険料を納付していた。長年、納付をせずにそのまま放ってお

いたとは考えられないので調査してもらいたい。 

 

第３  委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 55 年４月以降、60 歳到達時まで国民年金保険料を全て

納付していることが確認できる上、同年６月からは付加保険料も納付して

いることから、保険料納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、申立期間のうち、昭和 54 年４月から 55 年３月までについて、国

民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、55 年８

月にＡ市において夫婦一緒に払い出されていることが同手帳記号番号払出

簿で確認できることから、申立人は、この頃国民年金に加入したものと推

認され、この時点では、申立期間の一部は過年度納付が可能である上、申

立人に係る特殊台帳の昭和 54 年度欄には、申立人の申出により発行された

ものとみられる「納付書」の押印が有ることが確認でき、申立人は、この

納付書により当該期間の保険料を納付したものとみても不自然ではない。 

   一方、申立期間のうち、昭和 47 年 10 月から 54 年３月までについて、申

立人が国民年金に加入した上記の時点では、当該期間の一部は既に時効に

より国民年金保険料を納付できず、当該期間の保険料を納付するには、特



例納付及び過年度納付によることとなるが、特例納付が実施されていた時

期ではなく、上記の特殊台帳にも、昭和 54 年度を除き、過年度保険料の納

付書が発行された形跡は見当たらない。 

   また、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない上、申立人について、氏

名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 54 年４月から 55 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



京都国民年金 事案 2132 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年４月から 50 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

                              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年１月から 50 年３月まで 

    昭和 44 年１月頃、父親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民

年金保険料を納付してくれていたので、調査してほしい。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間後の国民年金保険料は全て納付している上、申立人

の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたとする申立人の父親

は、昭和 40 年４月以降、60 歳まで保険料を全て納付していることから、

保険料納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、申立期間のうち、昭和 48 年４月から 50 年３月までについて、国

民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、50 年６

月に払い出されていることが同手帳記号番号払出簿により確認できること

から、この頃国民年金に加入したものと推認され、この時点で、当該期間

を過年度納付することが可能であり、Ａ市では、国民年金の加入届を受け

付けた際、納付可能な未納保険料について納付勧奨するのが通例であった

ことを踏まえると、当該期間の保険料を納付したものとみても不自然では

ない。 

   一方、申立期間のうち、昭和 44 年１月から 48 年３月までについて、申

立人が国民年金に加入した上記の時点では、当該期間の保険料を納付する

には特例納付によることとなるが、特例納付を行った場合に作成・保管さ

れる申立人に係る特殊台帳は見当たらない上、特例納付したとの主張も無



い。 

   また、申立人の父親又は申立人が当該期間の国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申

立人について、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存し

ない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



京都国民年金 事案 2133 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年１月から 48 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年４月 

             ② 昭和 45 年８月から 48 年３月まで 

             ③ 昭和 48 年８月から 50 年３月まで 

    私は、Ａ市役所で国民年金の再加入手続を行い、その際、過去の国民

年金保険料も納付できると勧められたので、それ以後、その月の保険料

を納付しながら過去の保険料を納付していた。申立期間が未納とされて

いることには納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②のうち、昭和 47 年１月から 48 年３月までについて、申立人

は、47 年１月 13 日に国民年金の任意加入被保険者資格を取得しているこ

とが、申立人が所持する国民年金手帳で確認できることから、申立人は、

この日に国民年金に任意の資格で再加入したものと推認され、任意加入し

ながら国民年金保険料を納付しなかったとは考え難い上、50 年４月から、

再度、任意の資格で国民年金に加入し、61 年３月までの保険料が納付済み

であることを踏まえると、申立人が当該期間の保険料を納付したものとみ

ても不自然ではない。 

   一方、申立期間①及び②のうち、昭和 45 年８月から 46 年５月までにつ

いて、申立人が所持する国民年金手帳では、45 年１月に国民年金の被保険

者資格を取得し、婚姻により 46 年６月＊日に強制の資格を喪失したもの

と記載されているが、この間には厚生年金保険の被保険者期間が有り、当



該期間について国民年金保険料を納付した場合、保険料の還付が発生する

こととなるが、その記録は見当たらない。 

   また、申立期間②のうち、昭和 46 年６月から同年 12 月までについては、

申立人が国民年金に再加入したのは、上述のとおり、47 年１月 13 日であ

ること、及び申立期間③については、48 年８月 26 日に国民年金の被保険

者資格を喪失し、50 年４月 17 日に同資格を取得していることが、国民年

金手帳により確認でき、これはオンライン記録とも一致していることから、

当該期間は国民年金に未加入の期間であり、申立人は、当該期間の国民年

金保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

   さらに、申立人が申立期間①、②のうち、昭和 45 年８月から 46 年 12 月

までの期間及び③の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、婚姻前の氏

名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   その他の事情を含め総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 47 年１月から 48 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



京都国民年金 事案 2134 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年４月から同年６月までの期間及び

54 年１月から同年３月までの期間については、国民年金保険料を納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年４月から 45 年３月まで 

             ② 昭和 48 年４月から同年９月まで 

             ③ 昭和 50 年４月から 52 年３月まで 

             ④ 昭和 53 年４月から同年６月まで 

             ⑤ 昭和 54 年１月から同年３月まで 

    申立期間①について、昭和 44 年 11 月に婚姻後、Ａ県Ｂ市に転居した

際、同市から未納となっている期間の納付書が送付されてきたので金融

機関で納付した。また、申立期間②、③、④及び⑤についても、遡って

金融機関で納付したと記憶している。申立期間が未納とされていること

には納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間④及び⑤はそれぞれ３か月と短期間であるとともに、申立期間

前後の国民年金保険料は納付済みとなっている上、申立人に係る当時の国

民年金被保険者台帳である特殊台帳の昭和 53 年度の摘要欄には、申立人か

らの申出により発行されたものと考えられる「納付書」の押印が有ること

が確認でき、同様に特殊台帳の摘要欄に押印の有る 52 年度及び 55 年度に

ついては過年度納付していることを踏まえると、申立人は、当該期間の保

険料についても、納付したものとみても不自然ではない。 

   一方、申立人は、申立期間①について、Ｂ市に転居した際、同市から未

納となっている期間の納付書が送付されてきたので金融機関で国民年金保



険料を納付したと主張している。 

   しかしながら、申立人は、所持する国民年金手帳に昭和 45 年７月 31 日

発行の押印が有ることから、この頃国民年金に加入したものと推認され、

この時点において、申立期間①の国民年金保険料を納付するには過年度納

付及び特例納付によることとなり、特例納付した場合、特殊台帳にその旨

記録されることとなるが、記載は見当たらない。 

   また、申立期間①のうち、昭和 44年 10月から 45年３月までについては、

特殊台帳において、申立人が国民年金被保険者資格を 44 年 10 月 25 日に喪

失し、同資格を 45 年４月１日に再取得したことが、51 年３月に記録とし

て追加されていることが確認でき、この時点で、当該期間は国民年金の未

加入期間としていることから、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付

していたとすれば、保険料を還付することとなるが、その旨の記載も見当

たらない。 

   なお、申立人は申立期間の国民年金保険料を納付していた根拠として、

所持している国民年金手帳に資格取得日が記載されていることを挙げてい

るが、資格取得日は保険料納付の事実を示すものではなく、その日に国民

年金被保険者の資格を取得したことを示すものである。 

   さらに、申立期間②について、申立人は、申立期間直前の昭和 47 年度の

国民年金保険料を特例納付し、直後の昭和 48 年 10 月から 49 年３月までの

保険料を過年度納付したことが、特殊台帳において確認できるものの、申

立期間の保険料を納付したことを示す記録は無く、同台帳の摘要欄にも、

納付書が発行された旨の記載は見当たらない。 

   加えて、申立期間③について、特殊台帳において国民年金保険料を納付

したことを示す記録は無く、同台帳の摘要欄にも納付書が発行された旨の

記載は見当たらない。 

   このほか、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人につい

て、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別

の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存

しない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 53 年４月から同年６月までの期間及び 54 年１月から同年３月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



京都国民年金 事案 2135 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52年４月から同年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年４月から同年 12 月まで 

    昭和 52 年より商売を始めたので、夫婦一緒に国民年金に加入し、国民

年金保険料も夫が一緒に納付していた。夫は申立期間が納付済みとなっ

ている。申立期間が未納とされていることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は９か月と短期間であるとともに、申立期間後に国民年金保険

料の未納は無く、保険料を一緒に納付していたとする申立人の夫は、自身

の国民年金加入期間の保険料を全て納付しており、保険料納付意識は高か

ったものと考えられる。 

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号

は、昭和 53 年２月に夫婦連番で払い出されていることが同手帳記号番号払

出簿により確認できる上、申立人の夫は、申立期間の保険料を過年度納付

していることが特殊台帳により確認できることから、申立人についても申

立期間の保険料を納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2244 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ株式会社における厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和

25 年１月４日、資格喪失日は 26 年６月２日であったと認められることか

ら、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記

録を訂正することが必要である。 

   なお、昭和 25 年１月から 26 年５月までの標準報酬月額については、25

年１月は 2,500 円、同年２月から 26 年５月までは 3,000 円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25 年１月４日から 27 年２月１日まで 

    申立期間にＡ株式会社に営業職として勤務していたことは間違いない

ので、申立期間に厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 25 年１月４日から 27 年２月 1 日までＡ株式会社に勤務

した。」と主張しているところ、元同僚の一人は、「自分が昭和 25 年４月に

入社した時には申立人は既に勤務していた。」と供述していることから、申

立人がＡ株式会社に勤務していたことが推認できるが、当該事業所に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「名簿」という。）において申立

人の氏名は確認できない。 

   しかし、現存している当該事業所に係る名簿は、「28.２.24 名簿作成」

と記載されていることから、昭和 28 年２月 24 日に書き換えられたとみら

れるが、新規適用時（昭和 25 年１月）に作成された当該事業所に係る名簿

は確認できない。このことについて日本年金機構Ｂ事務センターに確認し

たが、「当初の名簿は保存されていない、このことについて詳細は不明。」

と回答している。 



   また、名簿の健康保険整理番号は、厚生年金保険の新規適用時に資格を

取得したとみられる被保険者のうち４人の被保険者記号番号が欠番となっ

ており、申立期間当時、社会保険事務所（当時）における記録管理が適切

に行われていなかったことがうかがえる。 

   さらに、上記欠番となっている被保険者のうち２人については厚生年金

保険被保険者手帳記号番号払出簿の記号番号から被保険者が特定でき、残

る２人については、申立人及び元同僚が供述している当該事業所に当時勤

務していた従業員の氏名に関する供述から、申立人と他の一人の整理番号

である可能性が高いと考えられる。 

   加えて、被保険者として特定できた元同僚の当該事業所における資格取

得日は昭和 25 年１月４日であり、当該同僚の健康保険の整理番号は＊番で

あるのに対し、申立人の健康保険の整理番号は＊番と推認されることから、

申立人が同日に当該事業所において厚生年金保険被保険者資格を取得して

いたと推認できる。また、申立人が所持している当該事業所の同僚と写っ

ている写真には、昭和 26 年６月１日に入社し厚生年金保険の資格を取得し

ている従業員及び同年５月 24 日に資格を喪失した従業員の両者が確認で

き、当該同僚は、「申立人が当該事業所に正社員として勤務していたこと及

び歩合給の外交員ではなかったことを記憶している。」と供述していること

から、申立人は同年６月１日まで、同社に正社員として勤務していたと考

えるのが妥当である。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ株式会社における厚生年金保

険被保険者の資格取得日は昭和 25 年１月４日、資格喪失日は 26 年６月２

日であると認められる。 

   なお、申立期間のうち昭和 25 年１月から 26 年５月までの標準報酬月額

は、申立人の同僚の標準報酬月額の記録から、25 年１月は 2,500 円、同年

２月から 26 年５月までは 3,000 円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間のうち昭和 26 年６月２日から 27 年２月１日までの期間

については、Ｃ株式会社（Ａ株式会社の後継事業所）の管理会社であるＤ

株式会社に照会したが、申立期間当時の人事記録は保管されておらず、申

立人の勤務実態や給与から厚生年金保険料が控除されていたことについて

確認することができない。 

   また、Ａ株式会社に勤務していた複数の同僚に照会したが、当該期間に

おける申立人の勤務実態及び申立人の給与から厚生年金保険料が控除され

ていたことに関する供述を得ることはできない。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち昭和 26 年６月２日

から 27 年２月１日までに係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2245 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人の、申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち平

成 13 年１月は 36 万円、同年２月から同年４月までは 47 万円、同年５月は

44 万円、同年６月は 47 万円、同年７月は 44 万円、同年８月は 41 万円、

同年９月は 44 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 47 万円、同年 12 月及び

14 年１月は 41 万円、同年２月から同年６月までは 44 万円、同年７月から

同年９月までは 47 万円、同年 10 月は 41 万円、同年 11 月は 44 万円、同年

12 月から 15 年２月までは 41 万円、同年３月及び同年４月は 44 万円、同

年５月及び同年６月は 41 万円、同年７月及び同年８月は 44 万円、同年９

月から同年 11 月までは 41 万円、同年 12 月は 11 万円に訂正することが必

要である。 

   なお、事業主は、平成 13 年１月から 15 年 12 月までの上記訂正後の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 38 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年１月１日から 16 年６月 22 日まで 

    申立期間について、給与支給明細書で控除されている厚生年金保険料

と社会保険庁（当時）の標準報酬月額の記録が一致していない。調査の

上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持するＡ株式会社の給与支給明細書により、申立人が申立期

間のうち、平成 13 年１月から 15 年 12 月までの期間について、オンライン

記録の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料より高い保険料が控除されて

いることが確認できる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及



び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉徴収していたと認められる厚生年金保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、上記の給与支給明細書

において確認できる給与支給額及び厚生年金保険料の控除額から、平成 13

年１月は 36 万円、同年２月から同年４月までは 47 万円、同年５月は 44 万

円、同年６月は 47 万円、同年７月は 44 万円、同年８月は 41 万円、同年９

月は 44 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 47 万円、同年 12 月及び 14 年１

月は 41 万円、同年２月から同年６月までは 44 万円、同年７月から同年９

月までは 47 万円、同年 10 月は 41 万円、同年 11 月は 44 万円、同年 12 月

から 15 年２月までは 41 万円、同年３月及び同年４月は 44 万円、同年５月

及び同年６月は 41 万円、同年７月及び同年８月は 44 万円、同年９月から

同年 11 月までは 41 万円、同年 12 月は 11 万円に訂正することが妥当であ

る。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は当時の関係書類が残されていないため不明としているが、申立人

の給与支給明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額

及び報酬月額に見合う標準報酬月額と、オンライン記録の標準報酬月額が

長期間にわたり一致していないことから、事業主は、給与支給明細書で確

認できる保険料控除額及び報酬月額に見合う標準報酬月額を社会保険事務

所（当時）に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は当該標準報酬

月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、平成 16 年１月から同年５月までの期間については、上記の給与支

給明細書において控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額又

は報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一

致又は下回っていることが確認できることから、特例法による保険給付の

対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 



京都厚生年金 事案 2246 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間①における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 36

万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該

当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、平成 13 年

11 月から 14 年５月までは訂正前の 24 万円、14 年６月から 15 年８月まで

は訂正前の 30 万円とされているが、申立人は、申立期間①について、その

主張する標準報酬月額（36 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき、申立人の申立期間①の標準報酬月額に係る記録

を 36 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額（平成 13 年 11 月から 14 年５月までは 24 万円、

14 年６月から 15 年８月までは 30 万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

   また、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額の記録については、当該

期間のうち、平成 19 年９月を 38 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（36 万円）に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   さらに、申立人は、申立期間③について、その主張する標準賞与額（21 万

7,000円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人の申立期間③の標準賞与額に係る記録を 21

万 7,000円に訂正することが必要である。  

   なお、事業主は、申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

   加えて、申立人の申立期間④、⑤、⑥、⑦及び⑧に係る標準賞与額について

は、厚生年金保険法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標

準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、

当該記録を取り消し、特例法に基づき、申立人の申立期間④、⑤、⑥、⑦及

び⑧の標準賞与額に係る記録を、申立期間④は 21万 7,000円、申立期間⑤は

22 万 4,000 円、申立期間⑥は 20 万 6,000 円、申立期間⑦は 22 万円及び申立

期間⑧は 24万 7,000円とすることが必要である。 



   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 13 年 11 月から 15 年８月まで 

             ② 平成 19 年９月から 20 年５月まで 

             ③ 平成 15 年 12 月 15 日 

             ④ 平成 17 年７月 15 日 

             ⑤ 平成 17 年 12 月 15 日 

             ⑥ 平成 18 年７月 14 日 

             ⑦ 平成 18 年 12 月 15 日 

             ⑧ 平成 19 年７月 13 日 

    株式会社Ａに勤務する期間のうち、申立期間についての標準報酬月額

及び標準賞与額が、給与支払明細書及び賞与支払明細書から控除されて

いる保険料に見合っていないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によれば、申立人の申立期間①における標準報酬月額は、

当初、平成 13 年 11 月から 14 年５月までは 24 万円、14 年６月から 15 年

８月までは 30 万円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効

により消滅した後の 22 年９月に上記の金額から 36 万円に訂正されたとこ

ろ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる

標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（36 万円）ではなく、当初記

録されていた標準報酬月額（平成 13 年 11 月から 14年５月までは 24万円、

14 年６月から 15 年８月までは 30 万円）となっている。 

   しかしながら、株式会社Ａが保管する、申立人の申立期間①に係る賃金

台帳から、申立期間①について、その主張する標準報酬月額（36 万円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 



   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人の申立期間に係る報酬月額の届出を社会保険事務所（当

時）に対し誤って提出し、また、当該期間に係る厚生年金保険料について

は、過少な納付であったことを認めていることから、これを履行していな

いと認められる。 

   申立期間②のうち、平成 19 年９月については、申立人の申立期間②に係る

賃金台帳により、申立人が、当該期間において、オンライン記録により確認

できる標準報酬月額（36 万円）を超える報酬月額の支払いを受け、その主張

する標準報酬月額（38 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間②のうち平成 19 年９月に係る標準報酬月額については、

特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額又は申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の

範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

   したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、申立人の

申立期間②に係る賃金台帳で確認できる厚生年金保険料控除額から、38 万円

とすることが妥当である。 

   なお、申立人の平成 19 年９月に係る保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、申立人に係る報酬月額の届出を社会保険事務所

に対し誤って提出したことを認めていることから、事業主は賃金台帳で確

認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社

会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

   一方、申立期間②のうち、平成 19 年 10 月から 20 年５月までについては、

申立人の申立期間②に係る賃金台帳により、事業主が源泉控除していたと認

められる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額（38 万円）は、オンライン

記録により確認できる標準報酬月額（36 万円）よりも高額であるものの、賃

金台帳に記載された報酬月額に見合う標準報酬月額（平成 19 年 10 月、同年

11月及び 20年１月から同年５月までは 34万円並びに 19年 12月は 36万円）

は、オンライン記録により確認できる標準報酬月額（36 万円）より低額又は

同額であることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっ

せんは行わない。 

   申立人の申立期間③に係る賃金台帳から、申立人は、当該期間において、そ



の主張する標準賞与額（21 万 7,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、過失により 15 万 1,000 円の標準賞与額に相当する賞与の届出を

行ったことを認めていることから、その結果、社会保険事務所は、申立人

が主張する標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず

事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間④、⑤、⑥、⑦及び⑧に支給された賞与に係る一時金明細書か

ら、申立人は、申立期間④は 21 万 7,000 円、申立期間⑤は 22 万 4,000 円、

申立期間⑥は 20 万 6,000 円、申立期間⑦は 22 万円及び申立期間⑧は 24 万

7,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所は、申立人に係る申立期間④から⑧までの標準賞与額に基

づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2247 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａ（現在は、株式会

社Ｂ）における資格喪失日に係る記録を平成９年４月１日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を 32 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年３月 31 日から同年４月１日まで 

    私は、申立期間まで株式会社Ａに在籍し、グループ企業のＣ株式会社

（現在の株式会社Ｄ）に転籍しただけなのに、社会保険事務所（当時）

の記録によると、１か月空白となっているので、厚生年金保険の加入記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ｄが保管している申立人に係る賃金台帳、任免辞令記録及び雇

用保険の記録から、申立人は株式会社Ａから、関連事業所であるＣ株式会

社に継続して勤務し（平成９年４月１日に株式会社ＡからＣ株式会社に転

籍）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る株式会社Ａの

賃金台帳の報酬額及び保険料控除額から 32 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届における資格喪

失日を誤って平成９年３月 31 日として届け出たことを認めていることか

ら、事業主が、同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所

 



は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人

に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2248 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間①、②、③及び④に係る標準賞与額の記録については、

事後訂正の結果、申立期間①、②及び③は 28 万円、申立期間④は 47 万円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当す

ることから、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の記録とされ

ているが、申立人は、申立期間①、②、③及び④について、その主張する

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準賞与額に係る記録を、申立期間①及び②は 28 万円、申立期間③は

16 万円、申立期間④は 47 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行してないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 20 日 

             ② 平成 17 年７月 25 日 

             ③ 平成 17 年 12 月 25 日 

             ④ 平成 20 年７月 28 日 

    私は病気や事故等で長期の休暇を取っていないし、仕事のミスも無く、

会社に不利益を与えていない。社員として勤務をしていた。標準賞与額

の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された平成 15 年 12 月 20 日、17 年７月 25 日、同年 12

月 25日及び 20年７月 28日に支給された賞与に係る賞与明細書及びＡ株式



会社が保管する申立期間に係る賞与個人別一覧の保険料控除額から、申立

人は、平成 15 年 12 月 20 日及び 17 年７月 25 日は 28 万円、同年 12 月 25

日は 16 万円、20 年７月 28 日は 47 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所(当時)は、申立人が主張する標準賞与額に見合う保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を

履行してないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2249 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ組合（現在は、Ｂ組合。）に

おける資格取得日に係る記録を昭和 49 年４月１日に訂正し、申立期間の標

準報酬月額を８万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年４月１日から同年９月１日まで 

    昭和 49 年４月１日からＡ組合に就職し、同日付けでＣ組合へ出向し勤

務していたが、社会保険庁（当時）の記録では、昭和 49 年９月１日から

の記録はあるが、同年４月から同年８月の厚生年金保険被保険者期間の

記録が無いので、記録を訂正してほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ組合を合併により継承しているＤ組合に照会したところ、「申立人は、

昭和 49 年４月１日より 50 年 10 月 31 日までＡ組合に在籍し、その出向職

員としてＣ組合で業務に従事していた。」と回答している上、同組合から提

出された従業員カードにより、申立人は、昭和 49 年４月１日から継続して

Ｃ組合に勤務していたことが確認できる。 

   また、申立人を記憶している複数の同僚は、「申立人は、申立期間におい

て、正職員としてＡ組合に採用され、Ｃ組合に出向していた。」と回答して

いる上、Ａ組合に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、当該同僚

は、申立期間において厚生年金保険に加入していることが確認できる。 

   さらに、Ａ組合の申立期間当時の試用期間の有無について、複数の同僚

は、同組合において試用期間は無かった旨回答していることから、同組合



においては、全ての従業員について、必ずしも試用期間を設けていなかっ

たことが推認できる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人は、申立期間において厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたものと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 49 年９月の社会保険事

務所（当時）の記録から、８万 6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が、申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は、当時の資料を保管しておらず不明として

いるが、雇用保険及び厚生年金保険の記録における資格取得日がともに昭

和 49 年９月１日となっており、公共職業安定所及び社会保険事務所の双方

が誤って同じ日を記録したとは考え難いことから、事業主が同日を資格取

得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月か

ら８月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2250 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資

格喪失日に係る記録を平成 17 年１月１日に訂正し、申立期間①の標準報酬

月額を 24 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

   また、申立人は、申立期間②に支給された賞与において、その主張する

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立人の申立期間②における標準賞与額に

係る記録を 36 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16 年 12 月 31 日から 17 年１月１日まで 

             ② 平成 16 年 12 月 10 日 

    私は、株式会社Ａに勤務していたが、平成 17 年１月１日にグループ会

社である株式会社Ｂに異動した。しかし、申立期間①について、株式会

社Ａでの厚生年金保険被保険者資格喪失日が平成 16 年 12 月 31 日、株式

会社Ｂでの資格取得日が 17 年１月１日となっている。 

    また、上記の資格喪失日となっているため、平成 16 年 12 月は厚生年

金保険の被保険者となっておらず、同年 12 月 10 日に支給された賞与が

将来受け取る年金額に反映されていない。申立期間①及び②について、

厚生年金保険の被保険者期間となるよう、記録を訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、株式会社Ａからの回答及び同社が保管している申

立期間当時の給与明細及び雇用保険の記録から、申立人が同社及び関連会



社の株式会社Ｂに継続して勤務し（平成 17 年１月１日に株式会社Ａから株

式会社Ｂに異動）、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていることが認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、給与明細の保険料控除額

から 24 万円とすることが妥当である。 

   次に、申立期間②について、株式会社Ａから提出された申立人の賞与明

細により、申立人は、申立期間②に同社から賞与の支給を受け、その主張

する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

   また、申立期間②の標準賞与額については、賞与明細において確認でき

る保険料控除額から、36 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る申立期間①及び②の保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主が、誤って平成 16 年 12 月 31 日を厚生年金保険

の資格喪失日として届け出たことを認めている上、申立人に係る「被保険

者資格喪失確認通知書」の記載からも、同年 12 月 31 日を厚生年金保険の

資格喪失日として届け出たことが確認できることから、その結果、社会保

険事務所（当時）は、申立人に係る同年 12 月の保険料及び標準賞与額に基

づく保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2251 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 72 万 9,000 円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年６月 30 日 

    社会福祉法人ＡのＢ作業所で平成 17 年６月 30 日に支給された賞与か

ら厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金記録に反映さ

れていないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会福祉法人Ａから提出された申立人に係る賃金台帳の記録により、申

立人は申立期間について、72 万 9,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2252 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 42 万 3,000 円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年６月 30 日 

    社会福祉法人ＡのＢ作業所で平成 17 年６月 30 日に支給された賞与か

ら厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金記録に反映さ

れていないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会福祉法人Ａから提出された申立人に係る賃金台帳の記録により、申

立人は申立期間について、42 万 3,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。  

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2253 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 55 万 1,000 円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年６月 30 日 

    社会福祉法人ＡのＢ作業所で平成 17 年６月 30 日に支給された賞与か

ら厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金記録に反映さ

れていないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会福祉法人Ａから提出された申立人に係る賃金台帳の記録により、申

立人は申立期間について、55 万 1,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2254 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 44 万 9,000 円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年６月 30 日 

    社会福祉法人ＡのＢ作業所で平成 17 年６月 30 日に支給された賞与か

ら厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金記録に反映さ

れていないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会福祉法人Ａから提出された申立人に係る賃金台帳の記録により、申

立人は申立期間について、44 万 9,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2255 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 38 万 7,000 円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年６月 30 日 

    社会福祉法人ＡのＢ作業所で平成 17 年６月 30 日に支給された賞与か

ら厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金記録に反映さ

れていないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会福祉法人Ａから提出された申立人に係る賃金台帳の記録により、申

立人は申立期間について、38 万 7,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2256 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 69 万 5,000 円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年６月 30 日 

    社会福祉法人ＡのＢ作業所で平成 17 年６月 30 日に支給された賞与か

ら厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金記録に反映さ

れていないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会福祉法人Ａから提出された申立人に係る賃金台帳の記録により、申

立人は申立期間について、69 万 5,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



京都厚生年金 事案 2257 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 84 万 5,000 円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年６月 30 日 

    社会福祉法人ＡのＢ作業所で平成 17 年６月 30 日に支給された賞与か

ら厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金記録に反映さ

れていないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会福祉法人Ａから提出された申立人に係る賃金台帳の記録により、申

立人は申立期間について、84 万 5,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



京都国民年金 事案 2136 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年８月から 56 年３月までの期間及び 57 年４月から 59

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52 年８月から 56 年３月まで 

                          ② 昭和 57 年４月から 59 年３月まで 

    昭和 52 年８月頃に、母親が国民年金の加入手続をＡ市役所で行い、申

立期間の１か月 3,000 円ぐらいの国民年金保険料を同市役所で、月ごと

又は３か月ごとに納付してくれていた。また、母親が記録していた家計

簿の 59 年１月のページには、私が母親に保険料３か月分として１万

8,300 円を渡したことが記載されており、それを母親が納付したようで

ある。未納となっていることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 52 年８月頃、申立人の母親が国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 59 年８月に払い出されていることが同手帳記号番号払出

簿により確認できることから、申立人は、この頃国民年金の加入手続を行

ったものと推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が国民年金に加入した上記の時点において、申立期間①及

び②の一部は既に時効により国民年金保険料を納付できず、申立期間の保

険料を納付するには過年度納付及び特例納付によることとなるが、特例納

付が実施されていた時期ではなく、遡って納付したとの主張も無い。 

   なお、申立人が提出した昭和 59 年１月分の家計簿（写し）には、申立人



から家計に１万 8,300 円の入金があった内容の記載がみられるものの、国

民年金保険料として支出された形跡は確認できない。 

   さらに、申立人の母親又は申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料

を納付したことを示す関連資料（確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

申立人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者

はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2137 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年３月から 59年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年３月から 59 年３月まで 

    昭和 59 年３月にＡ区役所において、国民年金の資格喪失手続を行った

が、申立期間については国民年金保険料を納付していたはずであり、納

得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 59 年３月に国民年金被保険者資格の喪失手続を行ったが、

申立期間の国民年金保険料については納付していたはずであると主張して

いる。 

   しかしながら、申立人は、所持する年金手帳において、申立人の夫が厚

生年金保険の被保険者資格を取得した昭和 58 年３月１日付けで国民年金

に任意加入し、59 年３月 29 日に国民年金被保険者資格を喪失したものと

されているものの、Ｂ市が国民年金の加入状況、国民年金保険料の納付状

況等を記録している国民年金収滞納リストにおいて、申立人は、58 年３月

１日に資格喪失したものとされており、これは申立期間当時の申立人に係

る国民年金被保険者台帳である特殊台帳の記録とも一致することから、申

立期間は国民年金の未加入期間となり、申立期間の保険料は納付されなか

ったものと考えられる。 

   また、申立人の夫又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立

人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はお



らず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2138 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年４月から５年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  平成３年４月から５年３月まで 

    私は 20 歳になった平成３年＊月頃、国民年金に加入し、申立期間の国

民年金保険料については、私か母親がＡ区役所で納付していた。当時、

母親は保険会社に勤めており、年金に関する知識も有り、保険料を未納

にするはずがない。改めて調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった平成３年＊月頃、国民年金に加入し、申立期間

の国民年金保険料については、申立人又はその母親が区役所で納付してい

たと主張している。 

   しかしながら、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するには、申

立期間当時に国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるが、同手帳記号

番号払出簿検索システムにより、Ｂ県内全てについて、旧姓の「Ｃ（漢字） 

Ｄ（カナ）」及び「Ｅ（漢字）Ｆ（カナ）」で検索したが、申立人に対して

同手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、申立人は、

申立期間当時、国民年金に未加入であり、申立期間の保険料を納付できな

かったものと考えられる。 

   また、申立人は、平成 11 年４月 1 日にＧ共済組合員資格を喪失し、国民

年金第３号被保険者資格を取得したことに伴い、20 歳に達した３年＊月＊

日を、国民年金被保険者資格の取得日として、記録を追加したものである

ことがオンライン記録により確認でき、この時点で、申立期間は既に時効

により国民年金保険料を納付できない。 



   さらに、申立人の母親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申

立人について、オンライン記録により婚姻前の氏名を含め複数の読み方で

検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2139 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50年 10月から 56年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年 10 月から 56 年３月まで 

    私が 20 歳になった昭和 50 年＊月頃、父親か母親が国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料を納付してくれていたと聞いており、申立期

間が未納とされていることには納得できないので調査してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 50 年＊月頃に申立人の父親か母親が国民

年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていた

と主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 57 年３月に払い出されていることが同手帳記号番号払出

簿により確認でき、この頃国民年金の加入手続を行ったものと推認できる

ことから、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が国民年金に加入した上記の時点において、申立期間の一

部は既に時効により国民年金保険料を納付できない期間であり、申立期間

の保険料を納付するには過年度納付及び特例納付によることとなるが、特

例納付が実施されていた時期ではない上、申立人に係る当時の被保険者台

帳である特殊台帳及び領収済通知書により、申立人は申立期間直後の昭和

56 年４月から 57 年１月までの保険料を同年 10 月 14 日に過年度納付して

いることが確認できるものの、申立期間については同台帳に納付記録が無

く、領収済通知書も見当たらない。 

   さらに、Ａ市が昭和 51 年度以降の国民年金の加入状況、国民年金保険料

 



の納付状況等を記録している国民年金収滞納リストにおいて、申立人は、

昭和 51 年４月から 56 年３月まで登載されておらず、同市では、当該期間

について、国民年金被保険者として管理していなかったものと推認される。 

   加えて、申立人の両親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

申立人について、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別

の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存

しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2140 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年８月から 46年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年８月から 46 年３月まで 

    私が 20 歳になった昭和 38 年＊月頃、父親か母親が国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料を納付してくれていたと聞いている。申立期

間が未納とされていることには納得できないので、調査してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 38 年＊月頃に申立人の父親か母親が国民

年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていた

と主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 46 年５月に払い出されていることが同手帳記号番号払出

簿により確認できることから、この頃国民年金の加入手続を行ったものと

推認でき、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が国民年金に加入した上記の時点において、申立期間の一

部は既に時効により国民年金保険料を納付できない期間であり、申立期間

の保険料を納付するには過年度納付及び特例納付によることとなるが、申

立人に係る当時の被保険者台帳である特殊台帳において、過年度納付及び

特例納付により保険料を納付したとする記録は見当たらない上、申立人か

らも遡って納付したとの主張も無い。 

   さらに、申立人の両親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、



申立人について、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別

の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存

しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2141 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 14 年１月、同年７月、同年９月から同年 11 月までの期間、

15 年２月及び同年４月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 14 年１月 

             ② 平成 14 年７月 

             ③ 平成 14 年９月から同年 11 月まで 

             ④ 平成 15 年２月 

             ⑤ 平成 15 年４月 

    平成３年８月に結婚した時は夫が自営業だったために、私はすぐに国

民年金の加入手続を行い、国民年金保険料は遅れても必ず納付してきた。

申立期間が未納とされていることには納得できないので、調査してほし

い。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、婚姻後に国民年金に加入し、国民年金保険料は遅れても全て

納付してきたと主張している。 

   しかしながら、申立期間①、②、③、④及び⑤に係る納付書は、コンピ

ュータにより作成され、光学式文字読取機（OCR）により納付記録として入

力されることから、申立期間の国民年金保険料全てについて入力漏れが生

じるとは考え難い。 

   なお、申立期間①、②、③、④及び⑤について、オンライン記録におい

て、申立期間を含む平成 13 年 12 月から申立人が厚生年金保険の被保険者

となる 15 年４月までについて国民年金保険料の納付が確認できる期間は、

13 年 12 月の保険料を 16 年１月 30 日に納付しているなど、いずれも時効



直前に過年度納付していることが確認できることから、申立人は、申立期

間についても同様に過年度納付することとしていたものの、それぞれの納

期限を超えたために保険料が納付できなかった可能性もうかがわれる。 

   また、申立人が申立期間①、②、③、④及び⑤の国民年金保険料を納付

したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

申立人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者

はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2142 

                     

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年２月から 45年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 42 年２月から 45 年３月まで 

    国民年金については、昭和 42 年頃に夫が加入手続を行い、申立期間の

国民年金保険料は夫と一緒に集金人に納付していた。申立期間が未納と

されていることには納得できないので、調査してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 42 年頃に申立人の夫が国民年金の加入手続を行い、申立

期間の国民年金保険料を申立人の夫と一緒に集金人に納付していたと主張

している。  

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 45 年 10 月に払い出されていることが同手帳記号番号払

出簿により確認できることから、この頃国民年金の加入手続を行ったもの

と推認され、申立人が国民年金に加入した時点で、申立期間の国民年金保

険料を納付するには、特例納付及び過年度納付によることとなるが、申立

人からは遡って納付したとの主張は無い。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、婚

姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都厚生年金 事案 2258（事案 837 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①、②、③、④、⑤、⑥及び⑦について、厚生年金

保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24 年８月 23 日から同年９月５日まで 

             ② 昭和 24 年 10 月６日から 25 年４月１日まで 

             ③ 昭和 25 年 11月 26 日から 26 年３月 17 日まで 

             ④ 昭和 28 年１月１日から同年 10 月１日まで 

             ⑤ 昭和 29 年１月 10 日から同年３月 10 日まで 

             ⑥ 昭和 29 年 11 月１日から 31 年３月１日まで 

             ⑦ 昭和 35 年２月７日から同年９月１日まで 

    前回申立時にＡ工場（後の有限会社Ｂ）で勤務していた申立期間①、

株式会社Ｃで勤務していた申立期間②、Ｄ株式会社で勤務していた申立

期間③、Ｅ株式会社で勤務していた申立期間④、Ｆ株式会社で勤務して

いた申立期間⑥、株式会社Ｇで勤務していた申立期間⑦について訂正不

要と決定されたが、当該申立期間については、いずれの事業所にも勤務

しており納得がいかない。また、Ｆ株式会社で勤務していた申立期間⑤

についても加入記録が無いことは納得できない。申立期間について厚生

年金保険加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   前回の申立てにおいて、申立期間①について、有限会社Ｂは、昭和 56 年

３月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立人の申立

期間に係る当時の賃金台帳等関連資料が保管されていないこと、及び同僚

からも申立内容に係る供述を得ることができないこと等を理由として、申



立期間②について、株式会社Ｃは、既に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっており、法人登記簿謄本においても 49 年 10 月１日に解散している

上、申立期間当時の事業主は既に亡くなり、当時の関連資料についても存

否が不明であること、また同僚からも申立内容に係る供述を得ることがで

きないこと等を理由として、申立期間③及び⑥について、元同僚の供述か

ら、申立人が申立期間においてＤ株式会社（後に、Ｆ株式会社）に勤務し

ていた可能性はあるが、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっており、当時の関連資料の存否が不明であることから、申立人が申

立期間③及び⑥に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実は確認できないこと等を理由として、申立期間④について、Ｅ株

式会社には当時の関連資料は保管されていないこと、及び同僚からも申立

期間における勤務実態等に係る供述を得ることができないこと等を理由と

して、申立期間⑦について、申立人が所持する元事業主による在職期間の

証明書の内容から、申立人が申立期間において運転手として株式会社Ｇに

勤務していたことは推認できるが、当該事業所は既に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっており、申立期間当時の関連資料等が保管されていな

いため、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実は確認できないこと等を理由として、既に当委員会

の決定に基づく平成 21 年６月 25 日付け年金記録の訂正は必要でないとす

る通知が行われている。 

   申立人は、今回の申立てにおいて、新たな資料を提出していないが、Ｆ

株式会社における昭和 29年１月 10日から同年３月 10日までの期間を申立

期間⑤として新たに追加して再申立てしている。 

   そこで、今回の申立てにあたり、申立期間①について、有限会社Ｂが厚

生年金保険の適用事業所でなくなった昭和 56 年当時の事業主の妻にヒア

リングを行ったところ、「申立人が勤務していた事実は知っているが、自分

が事業主に嫁ぐ前のことであり、正確な勤務期間までは記憶しておらず、

申立期間当時の事情も知らない。」と回答している。 

   また、昭和 24 年８月１日からＡ工場に勤務していた申立人の弟は、同社

における申立人の勤務が途切れたことは記憶に無い旨を述べていることか

ら、申立人が申立期間①においても同社に勤務していた可能性はあるが、

既に当該事業所は倒産しており、賃金台帳等の資料が存在しないことから、

申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認できない。 

   申立期間②について、株式会社Ｃの申立期間②当時の事業主は、所在不

明であることから、申立人の申立期間②に係る勤務実態等について供述を

得ることはできない。 



   また、前回の申立てにおいて照会を行った元同僚に加え、今回新たに株

式会社Ｃの申立期間当時における３人の元同僚に照会したが、いずれも申

立人について記憶しておらず、申立内容に係る供述を得ることはできない。 

   申立期間③について、Ｄ株式会社の申立期間③当時の事業主は、所在不

明であり、関連資料も無いことから、申立人の申立期間③に係る勤務実態

及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   また、前回の申立てにおいて照会を行った元同僚に加え、今回新たにＤ

株式会社の元同僚７人に照会したところ、そのうちの一人は、申立人が同

社に勤務していたことを記憶しているが、具体的な勤務期間は記憶してお

らず、申立人の給与からの厚生年金保険料の控除について具体的な供述を

得ることはできない。 

   申立期間④について、Ｅ株式会社に再度照会を行ったが、同社の人事担

当者は７年前までの人事記録しか保管していないことから、申立期間④当

時の資料は無く、申立人の勤務実態及び保険料控除については不明である

旨を回答している。 

   また、前回の申立てにおいて照会を行った元同僚に加え、今回新たにＥ

株式会社の申立期間④当時における８人の元同僚に照会したが、いずれも

申立人について明確な記憶は無く、そのうちの一人は、「中途採用の従業員

については一定の試用期間があり、その間については厚生年金保険には未

加入であった。」と供述していることから、同社においては必ずしも入社後

直ちに厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

   今回新たに申し立てている申立期間⑤について、Ｆ株式会社における複

数の元同僚に照会を行ったが、申立人が同社に勤務していたことを記憶し

ている者はいるものの、申立人の申立期間⑤における勤務実態及び保険料

控除について確認できる具体的な供述を得ることはできない。 

   申立期間⑥について、前回の申立てにおいて照会を行った元同僚に加え、

今回新たに申立期間⑥当時におけるＦ株式会社の元同僚 19 人に照会した

ところ、複数の元同僚の供述により、申立人が申立期間⑥の一部において

勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、これらの元同僚は、申立人について記憶しているものの、

正確な勤務期間までは記憶しておらず、申立人の給与からの厚生年金保険

料控除についても確認できる具体的な供述を得ることはできない。 

   また、Ｆ株式会社の申立期間⑤及び⑥当時の事業主は、昭和 63 年３月に

亡くなっていることから、申立人の申立期間⑤及び⑥に係る勤務実態及び

厚生年金保険料控除について供述を得ることはできない。 

   申立期間⑦について、申立人が所持する在職期間に係る「証明書」の記



載から、申立人が申立期間⑦において株式会社Ｇに勤務していたことは推

認できる。 

   しかしながら、株式会社Ｇの申立期間⑦当時の事業主は既に亡くなって

おり、事業主の長女も当時のことは記憶していない旨供述していることか

ら、申立人の申立期間⑦における厚生年金保険料の控除について確認する

ことができない。 

   また、前回の申立てにおいて照会を行った元同僚に加え、今回新たに株

式会社Ｇの申立期間⑦当時における４人の元同僚に照会したが、いずれも

申立人について記憶は無く、申立内容に係る供述を得ることはできなかっ

た。 

   このほか、申立期間①、②、③、④、⑥及び⑦について、委員会の当初

の決定を変更すべき新たな事情、及び申立人の申立期間⑤における厚生年

金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②、③、

④、⑤、⑥及び⑦に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2259 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22 年６月１日から 24 年 10 月１日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申立

期間について未加入となっていることが分かった。この間は、昭和 21 年

４月１日にＡ市Ｂ農業協同組合(当時はＡ市農業会Ｂ事務所)に入社以来、

定期船の機関士として継続して勤務していた時期で、厚生年金保険に未

加入となっていることは考えられない。申立期間について厚生年金保険

の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ市Ｂ農業協同組合の複数の同僚の供述により、申立期間において申立

人が同組合に継続して勤務していたことは推認できる。 

   しかし、当該事業所の後継事業所であるＣ農業協同組合に照会したが、

当時の資料が現存しないため、申立期間における申立人の厚生年金保険料

の控除について確認することができない。 

   また、申立人は、「申立期間における厚生年金保険料の控除について記憶

が無い。」と供述しており、複数の同僚に照会したが、申立期間における申

立人の厚生年金保険料の控除について具体的な供述を得ることができない。 

   さらに、複数の同僚の供述によると、Ａ市Ｂ農業協同組合においては、

当該同僚が記憶している実際の勤務期間と厚生年金保険の加入期間が必ず

しも一致していないことが確認できる。 

   加えて、Ａ市Ｂ農業協同組合に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において、申立人の最初の資格喪失日は昭和 22 年６月１日、資格再取得日



は 24 年 10 月１日となっており、オンライン記録と一致している上、健康

保険の整理番号もそれぞれ＊番と＊番と異なっており、欠番も無いことか

ら、申立期間において申立人が厚生年金保険の被保険者であったとは考え

難い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2260 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年３月１日から同年８月 15 日まで 

    厚生年金保険の加入期間を確認したところ、昭和 20 年３月１日から同

年８月 15 日までＡ株式会社Ｂ工場で勤労動員学徒として勤務していた

が、その期間が空白になっていることが分かった。申立期間について厚

生年金保険加入期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持するＡ株式会社における在職証明書及びＡ株式会社に係る

健康保険労働者年金保険被保険者名簿より、申立人は申立期間の一部にお

いて当該事業所に勤務していたことが確認できる。 

   しかし、申立期間当時、勤労動員学徒については、労働者年金保険法施

行令（昭和 16 年 12 月 29 日勅令第 1250 号）第 10 条第３号及び厚生省告示

第 50 号(昭和 19 年５月 29 日)により、労働者年金保険(現 厚生年金保険)

法における被保険者には該当しない取扱いとされている。 

   また、Ａ株式会社に照会したところ、「現在、当社のＢ工場は無く、人事

記録及び賃金台帳等資料の保存年限を経過しており、申立期間当時の状況、

勤労動員学徒の厚生年金保険加入の取扱いについて不明である。」と回答し

ており、申立期間における申立人の厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない。 

   さらに、当時Ａ株式会社に勤務していた複数の元従業員に照会したが、

申立人の申立期間における厚生年金保険料控除について具体的な供述を得

ることはできない。 



   加えて、Ａ株式会社に係る上記被保険者名簿において、勤労動員学徒と

して勤務したとみなされる申立人を含む 224 人の被保険者は、「労働者年金

保険ノ記號番號」欄が空欄であり、申立人は当該事業所において、健康保

険のみ加入していたことが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 2261 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 61 年 10 月 21 日から 62 年４月１日まで 

    昭和 61 年 10 月 21 日から株式会社Ａに勤務していた。年金記録では、

昭和 62 年４月１日から厚生年金保険の被保険者期間になっているが、申

立期間である 61 年 10 月 21 日から 62 年４月１日までの期間について被

保険者であったことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａの元事業主は、申立期間に係る関連資料を保管していないた

め、申立人の申立期間の勤務について分からない旨を回答しており、申立

人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除に ついて、確認す

ることができない。 

   また、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険適用事業所名簿（事業所

台帳）によれば、同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 62 年

４月１日であり、申立期間当時は適用事業所ではないことが確認できる。   

   さらに、株式会社Ａの新規適用時に、申立人と共に厚生年金保険の被保

険者資格を取得したのは事業主とその親族を含む３人であるが、事業主親

族以外の同僚は既に死亡しており、申立内容に係る供述を得ることができ

ない。 

   加えて、雇用保険の記録によると、申立人が株式会社Ａにおいて被保険

者資格を取得したのは昭和 62 年４月 1 日であり、厚生年金保険被保険者資

格取得日と一致している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2262 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年 11 月から 26 年２月 23 日まで 

    私は昭和 24 年 11 月から 29 年 11 月 27 日まで、Ａ株式会社において勤

務していたが、厚生年金保険の加入記録では 26 年２月 23 日に資格取得

したことになっているので、私の年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   商業登記簿謄本の記録から、Ａ株式会社は、昭和 25 年３月３日に設立さ

れ、29 年 11 月 18 日に解散していることが確認できるほか、同社に係る事

業所記号番号払出簿によると、同社は、同年 11 月 27 日に厚生年金保険の

適用事業所ではなくなっていることが確認できる上、当時の事業主は既に

死亡しているため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について

確認することはできない。 

   また、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

同社の名称は、昭和 25 年４月１日まではＢ株式会社Ｃ工場であったことが

確認できたため、Ｂ株式会社に対し照会を行ったものの、同社が保管して

いる人事記録に申立人に係る記録は確認できず、申立人の勤務実態及び厚

生年金保険料の控除については不明である旨の回答があった。 

   さらに、Ａ株式会社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった後、申

立人を含む同社の被保険者は、Ｄ株式会社において厚生年金保険に加入し

ていたため、Ｄ株式会社に対し照会を行ったものの、Ａ株式会社に係る資

料は保管されておらず、申立期間における申立人の勤務実態及び厚生年金

保険料の控除については不明である旨の回答があった。 



   加えて、申立期間当時、Ａ株式会社で勤務していた複数の元同僚に対し

照会を行ったところ、申立人のことを記憶している者はいたものの、申立

人の具体的な勤務期間及び申立期間において申立人の給与から厚生年金保

険料が控除されていたことについて確認できる供述を得ることはできなか

った。 

   なお、申立人は、Ａ株式会社に就職した際、住所地をＥ市に異動させた

旨の主張をしていたため、Ｅ市役所に対し照会を行ったところ、住民票の

除票の保存年限は５年間であることから、数十年前に同市から転出した申

立人に係る住民票の除票については保管していない旨の回答があり、申立

人の住所地の異動については確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2263(事案 687 の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年２月１日から４年 10 月１日まで 

    第三者委員会から申立期間の記録訂正が認められないとの通知を受け

たが、新たな資料は無いものの、株式会社Ａについて再申立てをする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、有限会社Ｂ（平成４年８月３日に株

式会社Ａに組織変更）の当時の代表取締役は既に亡くなっており、申立期

間当時の役員に対して照会したが、当時の関係資料は保管されておらず、

申立人の報酬額は不明との回答であるため、申立てに関する事実を確認で

きないこと、また、社会保険庁（当時）の記録によると、申立人は有限会

社Ｂの役員に就任後、平成元年２月１日に厚生年金保険の資格を取得して

から４年９月までの申立期間に標準報酬月額は変更されておらず、記録訂

正の形跡は認められないほか、申立人の標準報酬月額について特に不自然

な点はみられない等を理由として、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年

４月９日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   しかし、申立人は新たな資料及び情報は提出していないものの、当該通

知に納得できないとして再申立てを行っている。 

   そこで、今回の申立てについて、前回の調査を踏まえ、申立期間の一部

において勤務時期を同じくする元事業主に照会したところ、「給与計算は申

立人が行っていたので、標準報酬月額について本人が知らないはずがない。

また、自分が事業主となった期間において、給与額の変更をした記憶は無

 



い。」と供述しており、申立人の主張する標準報酬月額に基づく保険料が控

除されていたことについて確認することができない。 

   さらに、上記元事業主は、「申立期間当時、申立人は給与担当の役員であ

り、標準報酬月額についての手続を行うことは可能であった。」と供述して

おり、申立人は給与担当役員として、厚生年金保険の標準報酬月額の決定

について職務上関与していなかったとは考え難い。 

   その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めるこ

とはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2264 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年６月１日から 31 年３月１日まで 

    私は、昭和 29 年６月頃に同郷の中学校同級生二人と共にＡ株式会社に

就職し、会社の寮に住み込んで自転車部品の製造業務に従事し、31 年３

月頃まで勤務したが、厚生年金保険の加入期間となっていないので、調

査の上、加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の供述により、勤務期間は特定できないものの、申立人がＡ

株式会社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ株式会社は、「申立期間当時の事業主及び社会保険事務担当者

は既に亡くなっており、当時の関係資料は保管していない。」と回答してい

るため、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できない。 

   また、申立期間当時、Ａ株式会社に勤務していた複数の同僚に照会した

が、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる供

述を得ることができない。 

   さらに、申立人は、「同郷の中学校同級生二人と共に就職した。」と主張

しているが、当該同僚二人は、「Ａ株式会社における厚生年金保険の加入記

録が無い。」と供述している上、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿によると、申立期間に申立人及び当該同僚二人の氏名は記載さ

れておらず、また、健康保険整理番号は連続しており、欠番は無いことか

ら、申立人に係る厚生年金保険の記録が欠落したとは考え難い。 

 



   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2265（事案 1716 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年 12 月 13 日から 32 年２月２日まで 

    昭和 26 年５月から 32 年２月までＡ株式会社に勤務していたが、27 年

12 月以降の厚生年金保険の加入記録が無い。私の記憶では、勤務場所が変

わっただけで、同社を退社していない。第三者委員会で当時の会社内の野

球チームに所属していたことがはっきりしていながら、前回申立てが認め

られなかったのはおかしいと思い、再度申立てをする。私が、同社で勤務

していたことを証言してくれる方々の手紙を資料として添付する。厚生年

金保険料を給与から控除されていたので、申立期間を厚生年金保険加入期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時の事業主は亡くなっており、合併して事業を継承していた

事業所の代表清算人に照会しても、申立期間当時の関連資料は不明であり、

申立期間において申立人に係る勤務の実態及び社会保険の加入手続等につ

いて確認できる資料を得ることができず、申立人が申立期間において事業

主により給与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認できないこ

とから、既に当委員会の決定に基づく平成 22 年４月 30 日付け年金記録の

訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、今回の申立てにおいて、Ａ株式会社で申立期間に勤務してい

たことを証言する当時の複数の同僚の手紙を資料として提出して、再調査

を申し立てている。 

   そこで、今回の申立てについて、前回の調査に加えて調査したところ、



「申立期間当時に申立人がＢ工場で勤務していた。」と複数の同僚が供述し

ていることから、期間は特定できないが、申立人が当該事業所のＢ工場で

勤務していた可能性はある。 

   しかし、上記同僚の手紙の内容からは申立人が申立期間においてＡ株式

会社に勤務していたことは確認できず、同社の最終清算人であるＣ株式会

社に改めて照会したが、申立人について関連資料も無く、申立人の勤務実

態及び給与から厚生年金保険料が控除されていたことについて確認するこ

とができない。 

   また、今回の調査において、複数の同僚は、「Ａ株式会社においては、申

立期間の直前に労働争議があり、昭和 27年 12月に数十人の者が退職した。」

と供述しており、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で

は、昭和 27 年 12 月 13 日に資格を喪失している被保険者が 50 人いること

が確認でき、申立人も同日に被保険者資格を喪失している記録が確認でき

る。 

   さらに、Ａ株式会社Ｂ工場における同僚のうち一人は、「申立人が会社を

一旦辞めて、また入ったと言っていた。」と供述しており、申立人の申立期

間における勤務実態が確認できない。 

   加えて、当時の複数の同僚は、「申立人の雇用形態は不明である。」と供

述しており、別の同僚は、「申立人は臨時雇用であった。」と供述している

ことから、申立人の雇用形態について確認することができない上、申立人

の給与から厚生年金保険料の控除について確認できる供述を得ることがで

きない。 

   その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2266 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年８月 14 日から 45 年 12 月１日まで 

             ② 昭和 46 年５月 31 日から 47 年８月１日まで 

    Ａ株式会社では、資格取得日よりも前から勤務し、会社が閉鎖するま

で在籍していたので申立期間に厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、当時の同僚が、「申立人は昭和 44 年 11 月に営業開

始したＢ社（現在は、Ｃ社）の新築工事の際に勤務していた。」と供述して

いることから、申立人が申立期間①のうち、期間の特定はできないものの、

Ａ株式会社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ株式会社が厚生年金保険の適用事業所となった日は昭和 45 年

12 月１日であり、申立期間①当時は適用事業所ではなかったことが確認で

きる。 

   また、Ａ株式会社の当時の事業主は既に亡くなっており、その妻は、「社

会保険の事務は税理士に任せていた。税理士の名前は覚えていない。」と供

述しており、関係資料も不明のため、申立期間①における申立人の厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 

   申立期間②について、Ａ株式会社及びその後継事業所である株式会社Ｄ

は既に解散しており、申立期間②当時の事業主も既に亡くなっており、関

係資料も不明のため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除を確認

できない。 



   また、当時、当該事業所で事務を担当していた事業主の妻によれば、「申

立人がＡ株式会社に勤務していたことは間違いないが、正確な勤務期間は

覚えていない。」と述べていることから、申立期間②における申立人の正確

な勤務期間及び事業主により申立人の給与から厚生年金保険料が控除され

ていたことを確認する供述を得ることはできない。 

   さらに、複数の同僚に照会したが、申立人のＡ株式会社における勤務期

間及び給与から厚生年金保険料を控除されていたことについて具体的な供

述を得ることはできない。 

   このほか、申立期間①及び②について、申立人が事業主により給与から

厚生年金保険料を控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2267 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保 

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男 

        基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年８月 29 日から 57 年６月１日まで 

    私は、株式会社Ａに昭和 54 年５月から 57 年 11 月まで間を空けず継続

して勤務した。申立期間の厚生年金保険の記録が抜けているので調査し

て、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された申立期間当時の添乗員として勤務していた時の写

真、複数の元同僚等の供述及び申立人の申立期間における雇用保険の記録

から、申立人が申立期間において株式会社Ａに勤務していたことは確認で

きる。 

   しかし、株式会社Ａは既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

申立期間当時の事業主とは連絡が取れず、申立期間当時の賃金台帳等関連

資料は不明であり、申立人の正確な勤務実態及び給与から厚生年金保険料

が控除されていたことについて確認することができない。 

   また、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載され

ている複数の元同僚に照会したが、申立人の申立期間における給与からの

厚生年金保険料の控除に関する供述を得ることはできない。 

   さらに、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、当

該事業所は昭和 55 年８月 28 日に一旦適用事業所でなくなっており、その

後 57年６月 1日に再び、別番号で適用事業所となり、申立期間においては、

当該事業所は適用事業所ではなかったことが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2268 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年４月１日から 40 年４月１日まで 

    私は、大学卒業後、Ａ株式会社に昭和 38 年４月から 40 年３月まで勤

務したが、厚生年金保険の加入記録が無いので、調査の上、厚生年金保

険の加入記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間にＡ株式会社に勤務していた複数の元従業員の供述から、期間

は特定できないものの、申立人が同社に営業職として勤務していたことは

推認できる。 

   しかし、Ａ株式会社は昭和 41 年６月 13 日付けで解散しており、申立期

間当時の事業主は既に亡くなっており、関係資料も不明のため、申立期間

における申立人の勤務実態及び厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことは確認できない。 

   また、Ａ株式会社に勤務していた複数の元経理関係者に照会したところ、

「営業職は歩合制で、一件ごとに手当を支給していたので、厚生年金保険

には加入せず、手当からも厚生年金保険料の控除は行っていない。その後、

営業社員の要望により厚生年金保険に加入することになった。」と回答して

いる。また、営業職の元従業員は、「私の記憶では昭和 39 年７月から厚生

年金保険に加入した。」と供述しており、同社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿に記載されている被保険者は、昭和 39 年６月末現在で 520 人

が在籍していたところ、同年７月１日付けで 559 人が資格を取得している

ことから、同日から営業職の一部の者については厚生年金保険に加入させ



たことが考えられる。 

   さらに、申立人が記憶する従業員のうち、３人は姓のみの記憶であり、

上記被保険者名簿において人物を特定できない上、上記被保険者名簿で確

認できる元従業員の一人は、「営業店舗は全国で 54 店舗、従業員数は約

2,000 人在籍していた。」と供述しているため、当時、Ａ株式会社において

は、必ずしも全ての営業社員について、厚生年金保険に加入させる取扱い

ではなかったことがうかがえる。 

   加えて、申立期間当時にＡ株式会社に勤務していた複数の元従業員に照

会したところ、申立期間における申立人の厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことについて確認するための資料及び供述を得る

ことができない。 

   また、Ａ株式会社に係る上記被保険者名簿においても、申立人の氏名の

記載は無く、健康保険番号は連続しており健康保険番号に欠番も見られな

いため、申立人に係る厚生年金保険の記録が欠落したとは考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2269（事案 353 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年１月 10 日から 31 年５月 21 日まで 

    私は、昭和 30 年１月 10 日から 31 年 7 月 25 日まで、株式会社Ａに勤

務した。昼夜の交代勤務で一週ごとに交代していた。当時、私は 17 歳で

夜勤ができないため、１歳年齢を詐称して、Ｂという職場で勤務してい

た。給与についても、全部を母親に渡していて、厚生年金保険料が控除

されていたかどうかは分からない。前回の申立てで、訂正は認められな

いと言われたが、もう一度、調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人の勤務実態及び厚生年金保険

料の控除の有無について確認できる資料が無く、元従業員からも申立人に

関する明確な供述を得ることができないため、申立てに係る事実が確認で

きないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 20 年 12 月４日付け年金

記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、今回の申立てにおいて、新たな保険料控除について確認でき

る資料の提出は無いが、昭和 30 年１月 10 日から 31 年５月 21 日まで株式

会社Ａに勤務していたのは事実であるとして再度申し立てている。 

   そこで、今回の申立てについて、前回の調査に加えて、株式会社Ａの元

同僚 30 人に照会を行ったところ、２人の元同僚から「申立人の名前に覚え

がある。」旨の供述があり、また４人の元同僚から「申立人の会社に関する

話は、当時の状況と一致しており、勤務していたと思う。」旨の供述がある

こと、申立人が昭和 30 年の夏と 31 年の春に同僚と一緒に写ったと主張す



る当時の写真から、勤務の開始時期は特定できないものの、申立人が同社

に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、株式会社Ａは既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

当時の人事記録及び給与関係書類等は現存しておらず、当時の工場長及び

人事労務事務を担当していた元同僚３人は、申立人を記憶しておらず、申

立人の申立期間における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び保険料控

除について確認できる供述を得ることはできない。 

   また、申立人の申立期間当時の厚生年金保険被保険者番号は、厚生年金

保険被保険者手帳記号番号払出簿から、昭和 31 年５月 21 日に払い出され

ていることが確認できる。 

   その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2270 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 17 年６月１日から 19 年５月 31 日まで 

             ② 昭和 20 年 12 月 28 日から 21 年 12 月 28 日 

               まで 

    私は、Ａ氏が所長をされていたＢ社に入社し、昭和 16 年から 21 年に

わたって勤務した。事業所名は、Ｃ株式会社Ｄ工場（申立期間①）、Ｅ株

式会社Ｄ工場、Ｆ株式会社Ｄ工場（申立期間②）と変遷している。厚生

年金保険が適用された昭和 17 年６月１日から 19 年５月 31 日までと、20

年 12 月 28 日から 21 年 12 月 28 日まで、厚生年金保険被保険者期間と認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人については、申立期間①及び②当時の事業主の親族の供述及び申

立人が所持する写真から、勤務期間は特定できないものの、当時のＧ県Ｈ

郡Ｉ村Ｊ（現在は、Ｋ市Ｌ町Ｊ）に存在していた、Ｃ株式会社の前身であ

った製材所に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立期間①については、申立人が勤務していたと主張し

ているＣ株式会社は、法人登記の記録が確認できず、オンライン記録にお

いて、厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

   また、申立人が現在所持している厚生年金手帳の手帳記号番号は、厚生

年金保険被保険者手帳記号番号払出簿から昭和 19 年６月１日に払い出さ

れており、申立人が記憶している複数の元同僚についても同日に払い出さ

れていることが確認できる。 



   申立期間②については、申立人が勤務していたと主張しているＥ株式会

社Ｄ工場及びＦ株式会社Ｄ工場は、申立人が記憶している所在地から、Ｍ

株式会社Ｎ工場と推認されるが、同工場は、登記簿上において同社Ｏ支店

と記録されているところ、同社の検索名簿及び旧台帳から、昭和 19 年６月

１日に厚生年金保険の適用事業所になり、20 年 12 月 28 日に適用事業所で

なくなっていることが確認できる。 

   また、当該工場を引き継いだ元事業主の親族は、「同社の事業を引き継い

だときには、厚生年金保険には加入していなかった。」と供述している上、

オンライン記録において、厚生年金保険の適用事業所であったことは確認

できない。 

   さらに、申立人が所持する写真に写っている複数の元同僚についても、

申立人と同様に昭和 19 年６月１日にＭ株式会社Ｏ支店にて厚生年金保険

の被保険者資格を取得し、20 年 12 月 28 日に資格を喪失していることが確

認できる。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により控除されていたと認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2271 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年 10 月１日から 63 年９月 26 日まで 

    申立期間について、Ａ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）に派遣社員と

して勤務し、厚生年金保険に加入していたはずなのに加入記録が無い。

同社から健康保険証を交付され、保険料が給与から天引きされていたは

ずなので、調査の上、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時、Ａ株式会社Ｃ営業所に勤務していた元同僚の供述及び雇

用保険の記録から、申立人が申立期間のうち、昭和 62 年 10 月 22 日から

63年８月２日までの期間において、同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ｂ株式会社に照会したが、申立期間当時の賃金台帳等の関連資

料は保管されておらず、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されてい

たことを確認することができない。 

   また、申立期間当時のＡ株式会社Ｃ営業所における厚生年金保険事務担

当者は、派遣社員については入社後しばらく様子を見て、希望者のみを厚

生年金保険に加入させていた旨回答しているほか、複数の元従業員も、「派

遣社員は希望者のみが厚生年金保険に加入していた。」、「厚生年金保険に加

入していたのは、全従業員の半数ぐらいだった。」と供述している。 

   さらに、Ａ株式会社Ｃ営業所に係るオンライン記録では、申立人が記憶

している４名の元同僚のうち、２名の被保険者記録が見当たらないことか

ら、当時、当該事業所においては、全ての従業員について、必ずしも厚生

 



年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがわれる。 

   加えて、申立期間当時、Ａ株式会社Ｃ営業所が加入していたＤ県Ｅ厚生

年金基金に照会したが、申立人の同基金加入員記録はオンライン記録と一

致しており、申立期間における加入員記録は確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2272 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年 12 月１日から 28 年３月 21 日まで 

    昭和 22 年 11 月に、Ａ社に勤務してから続いてＢ社に移り、その後も

木工職人として継続して勤務している。休職などしていないのに、記録

が抜けていることは納得できない。調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 22 年 11 月から申立期間を含め 28 年３月までの期間にお

いて、Ａ社から続いてＢ社に勤めており、厚生年金保険に加入していたと

申し立てている。 

   しかし、申立人は、申立期間において、いずれの事業所についても勤務

開始時期の記憶については曖昧であり、オンライン記録上では、申立人が

勤務していたとするＢ社に係る被保険者記録は、Ａ社における被保険者期

間と重複しており、申立期間当時、申立人が両事業所に勤務していたこと

は確認できない。 

   また、Ａ社及びＢ社は既に廃業している上、Ａ社の関係者は、当時の資

料については現存していない旨回答しており、Ｂ社の元事業主は既に死亡

しているため、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の加入

について確認できる関連資料を得ることはできない。  

   さらに、申立人が記憶している同僚は、申立人が申立期間において勤務

していた事業所名を記憶しておらず、複数の同僚及び事業所関係者は、「当

時は、厚生年金保険に未加入の事業所が多数あった。」と供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2273 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額については、訂正する必要は認

められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 10 月１日から７年８月 16 日まで 

    Ａ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）における申立期間の標準報酬月額

は、20 万円と記録されていたが、退職後に 17 万円に引き下げられてい

ると年金事務所の職員から説明を受けた。しかし、申立期間当時にその

ような給与額に引き下げられたとの記憶は無いので、申立期間の標準報

酬月額を 20 万円に再訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録において、当

初、20 万円と記録されていたところ、申立人が厚生年金保険の被保険者で

なくなった日（平成７年８月 16 日）よりも後の平成７年９月 25 日付けで

遡及して、17 万円に訂正されていることが確認できる。 

   また、申立人が勤務していたＡ株式会社の業務を引き継いだＢ株式会社

から提出があった賃金台帳において、申立期間に係る申立人の給与から事

業主により控除されている厚生年金保険料額は、訂正前の標準報酬月額（20

万円）に見合う額であることが確認できるものの、申立期間の給与は、訂

正後の標準報酬月額（17 万円）に見合う額であることが確認できる。 

   さらに、申立人から提出された平成７年分所得税確定申告書（控え）に

より算定される同年１月から同年８月までの報酬月額及び申立人の雇用保

険の離職時賃金日額（5,588 円）から求められる平均賃金月額は、いずれ

も、訂正後の標準報酬月額（17 万円）に見合う額であることが確認できる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律



（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額又は申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳で確認

できる毎月の給与支払総額（平成６年 10 月から同年 12 月までの期間及び

７年２月から同年８月までの期間は 16 万 7,650 円、同年 1 月は 17 万 1,400

円）に見合う標準報酬月額（17 万円）は、オンライン記録により確認でき

る標準報酬月額（17 万円）と一致することから、特例法による保険給付の

対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 


